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令和８年度加東市介護老人保健施設ケアホームかとう 

給食業務委託（長期継続契約）基本仕様書 

 

 加東市（以下「甲」という。）から委託を受けた受託者（以下「乙」という。）は、本仕様書、

加東市介護老人保健施設ケアホームかとう給食業務委託（長期継続契約）標準作業基準（以

下「標準作業基準」という。）並びに関係法令に基づき、加東市介護老人保健施設ケアホーム

かとう（以下「ケアホームかとう」という。）の給食業務（以下「本業務」という。）を履行す

るものとする。 

 

１ 基本的事項 

 (1) 業務名 

   令和８年度加東市介護老人保健施設ケアホームかとう給食業務委託（長期継続契約） 

 (2) 業務の目的 

   療養及び介護の一環として、ケアホームかとうの入所者等に安全かつ安定的に給食を

提供することで、体調の維持管理をし個々の栄養状態を向上させることを目的とする。 

 (3) 業務の場所及び時間 

  ①  所在地 兵庫県加東市家原１３０番地 ケアホームかとう 

  ②  時 間 ６時から１８時３０分まで 

 (4) 給食対象者数 

  ① 長期入所及び短期入所 

   ア 定員       ５０人 

   イ １日平均入所者数 ３８．０人（令和７年度実績） 

   ウ 休日       年中無休 

  ② 通所 

   ア 定員       １５人 

   イ １日平均利用者数 ６．６人（令和７年度実績） 

   ウ 休日       土曜日、日曜日、祝日、年末年始、甲の指定する日 

 

２ 業務 

 (1) 遵守事項 

   乙は、給食業務の受託に当たっては、関係法令を遵守するとともに、甲が委託する業

務を誠実に遂行すること。 

 (2) 従業員の配置 

  ①  業務員数等 

ア 乙は、給食業務の調理不備や配膳遅延等の支障が生じることがないように常に人

員を確保することとし、その員数は次の員数を下回らないこと。ただし、それぞれの

調理時間帯に従事する人員数及び正社員であるか否は問わない。 

    ※６人以上（うち２人以上が正社員であり、かつ当該正社員の全員が管理栄養士若

しくは栄養士又は調理師の資格を有すること。） 



2 

 

イ 乙は、毎食の調理に従事するに当たり、調理師等の有資格者１人以上を配置しなけ

ればならない。 

ウ 乙は、従業員名簿（氏名及び経歴を記載したもの。）を作成し、健康診断書及び管

理栄養士等の有資格者の資格を証する書類と併せて甲に提出すること。 

エ 乙は、従業員の配置を変更するときは、変更の日の２週間前までに書面により異 

動通知を提出するとともに、健康診断書及び管理栄養士等の有資格者の資格を証す

る書類を甲に提出すること。 

  ②  受託責任者 

ア 乙は、従業員のうちから受託責任者を定め、甲に報告すること。受託責任者は事 

業の円滑な遂行のため、従業者に対する指導及び教育を行うこと。また、甲との連絡

調整等を綿密に行うこと。 

イ 受託責任者は、正社員とし類似施設の給食業務全般に精通した３年以上の経験を

有する者とすること。なお、受託責任者が不在時は、同程度の実績を有している者を

１名配置すること。 

ウ 乙は、受託責任者を定めたときは、給食業務の経験年数を証する書類を添えて書 

面により甲に通知すること。 

 (3) 研修 

   乙は、従業員に年２回以上調理技術、給食業務等の研修を実施又は受講させ、その報

告書を甲に提出すること。 

 (4) 連絡及び報告 

① 乙は、甲への連絡、報告等の体制及び甲からの連絡、報告等の受け入れ体制を整備す

ること。 

② 乙は、事故につながる危険性がある事象や事故が発生したときは、直ちに甲に報告

すること。 

 (5) 甲に提出する帳簿等 

① 勤務表及び勤務分担表（毎月） 

② 火災、地震その他の災害時における緊急連絡網（業務着手時及び変更時） 

③ 火災、地震、食中毒その他の緊急事態に対応する保証内容及び対応手順を明確にし

た書類（業務着手時及び変更時） 

④ 標準作業基準に定める業務を履行するための給食業務実施計画書並びに人員配置計

画書及び従業員名簿（業務着手時及び変更時） 

⑤ 予定・実施献立表（実施２週間前に提出） 

⑥ 発注書（毎月） 

⑦ 検収記録簿（毎月） 

⑧ 給食材料納入伝票（毎月） 

⑨ 喫食数集計表（毎月） 

⑩ 給食材料消費日計表（毎月） 

⑪ 給食材料単価計算報告書（毎月） 

⑫ 在庫表（毎月） 
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⑬ 食品衛生管理帳票（毎月） 

⑭ 残食記録表（毎月） 

⑮ 検便結果表（毎月） 

⑯ 業務日誌（毎月） 

(6) 経費負担区分 

甲及び乙が負担する経費区分は、次のとおりとする。 

経 費 項 目 甲 乙 

業務委託料 ○  

給食材料費 ○  

増粘剤 ○  

特殊食品（濃厚流動食、既製検査食、既成特殊品、特別用途品等） ○  

検食 ○  

保存食  ○ 

災害備蓄品（食料品、飲料水、備品等） ○  

食札、食事箋 ○  

事務用品、行事食カード  ○ 

食器の補充に関する費用 ○  

什器、備品、調理器具の購入及び補修費 ○  

厨房設備、機器の購入及び補修費 ○  

厨房施設補修費 ○  

光熱水費 ○  

厨房消耗品、清掃器具、各種洗剤、各種消毒薬品  ○ 

厨房の防虫、防鼠の消毒費 ○  

特殊な厨房清掃費（バキューム、ダクト内清掃、ワックス掛け等） ○  

塵芥処理費（生ごみ、グリストラップ等） ○  

業務用電話料（設置費及び通信費）  ○ 

業務に関するＯＡ機器の購入等  ○ 

従業員に係る労務管理費  ○ 

保健衛生費（健康診断、検便）、被服費  ○ 

保険費（生産物賠償責任保険、動産総合保険）  ○ 

乙が行うべき官公庁の手続及びその費用  ○ 

従業員の通勤車両用駐車場の確保 ○  

 

  甲が乙に支払う給食材料費の額は、次のとおりとする。なお、乙は、社会情勢の変化に

より急激な物価高騰等が生じた場合は、適切な資料を添え甲に協議を申し出ることができ

る。 
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単位：円／食（消費税及び地方消費税を含まない。） 

 入 所 通 所 

朝 食 １８０ － 

昼 食 ３０５ ３０５ 

間 食       ５０       ５０ 

夕 食 ３０５ ３０５ 

合 計 ８４０ ６６０ 

 

 (7) 個別対応 

入所者の病態、栄養状態、体調、摂食状況、食物アレルギー及び嗜好などに応じて、次

に挙げる個別対応食の提供に対応すること。 

① 施設内食事基準掲載以外の療養上必要な食事の提供 

② 食物アレルギー、宗教上等による禁止食品の対応 

③ 食欲が低下している入所者への付加食 

(8) 改修等に係る協議 

乙は、施設・設備の改修及び修繕について提案がある場合は、甲に協議を申し入れるこ

とができる。 

(9) 衛生管理 

   定期的に検便及び健康診断を行うこと。また、必要な食品衛生管理、感染症対策を講

じること。 

(10) 張り紙等 

   貸し付けている場所以外での張り紙は、甲の許可を受けること。 

 (11) 緊急時の対応 

ア  事故、犯罪等が発生した場合は、入所者、利用者及び来所者の安全を最優先として

対処すること。 

イ 甲は、災害等緊急を要する場合は、乙に業務実施場所の明け渡しを求めることがで

きる。 

 (12) 業務の代行 

乙は、火災、労働争議、業務停止の事情によりその業務の全部又は一部の遂行が困難と

なった場合の保証のため、あらかじめ業務の代行者として公益社団法人日本メディカル

給食協会（以下「業務代行者」という。）を指定しておくものとする。乙の申し出により

甲が委託業務の代行の必要性を認めた場合は、業務代行者は乙に代わって本業務を代行

しなければならない。ただし、この場合であっても乙の義務は免責されないものとする。 

 (13) 禁止事項 

   次の事項は禁止する。 

  ①  厨房等を本業務以外の用途で使用すること。 

  ②  転貸し、又は権利を譲渡すること。 
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(14) その他 

①  乙は、本業務を通じて得た個人情報を、第三者に漏らさないこと。業務に従事しな

くなったときにおいても同様とする。 

② 甲又は乙から本業務の仕様について改善の提案があったときは、甲及び乙は、誠意

をもって対応するものとする。 

③ その他本業務の実施に関しての詳細は、標準作業基準で定めるものとする。 

④ 基本仕様書及び標準作業基準に定めのない事項については、甲及び乙は、誠意をも

って協議の上、決定するものとする。 

 


